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✧ 気象測器の検定実施状況について 

 

 気象測器検定の実施状況については、平成 26 年度末までについて平成 27 年 4 月にご紹介した

ところです。ここでは、その後の、平成 27 年度と平成 28 年度の実施状況を併せて報告します。 

 

（気象測器検定制度） 

 気象庁以外の政府機関や地方自治体、

その他民間事業者等においても気象観

測を行い発表する場合などには、気象

観測について一定の品質を確保するた

め気象庁の定めた技術上の基準に従う

こととされています。さらに、温度計、

雨量計等の 7 種類の気象測器について

は、「構造の検査」と個々の測器につい

ての精度を調べる「器差の検査」に合

格することが必要です。 

 このような、気象業務法に定められ

た気象観測の技術基準と検定にかかわる制度については、多くの関係機関等で行われている気象

観測について、一定の品質を確保し、 

社会における円滑な流通とともに、関係機関等における効果的かつ総合的な

利活用を進めるためのものです。 

気象庁関連ホームページ：http://www.jma.go.jp/jma/kishou/shinsei/kentei/ 

 

（気象業務支援センターの役割） 

 測器検定は、制度の設計から検定の実務まで、全て気象庁で行われたてきましたが、行政改革

の一環として民間活力の活用を図るため、平成 14 年 10 月以降、測器検定の実務につきましては

当センターが気象業務法による指定や登録を受け、「検定機関」として行ってきています。 

センター関連ホームページ：http://www.jmbsc.or.jp/jp/verification/verification.html 

（平成 15 年度からの検定受付状況） 

 検定の受付は、平成 15年度以降、突出した平成 22・23 年度を除きほぼ年間 12,000 件で推移し

てきていましたが、平成 27 年度と平成 28 年度には、それぞれ千件以上増加しています。 

 気象庁での型式証明を取得した気象測器については、気象測器の製造を行う事業者等において

も、器差の測定を行うことが出来る「認定測定者」の制度も導入されており、多くの民間事業者

が気象庁の認定を受けています。認定測定者は、器差の測定結果について、「登録検定機関（気象

業務支援センター）」に書類により提出し、検定を受けることができます。平成 18 年度以降、書

類審査の割合は順調に増え続け、この 10 年間で 40％台から、平成 28 年度には 7割近くに達して

います。風速計等、器差の測定を行うための装置等、特殊で整備に民間への負担が大きい測器を

除き、今後とも、製造事業者等自らが認定測定者として器差を測定し、書類審査を行う傾向が強

くなるものと考えられます。 

（気象庁資料より） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 15 年度以降の年度毎の検定受付状況（件数） 

 

平成 22 年度及び 23 年度の受付数は、約 19,000 件と、他の年度と比べて 7,000 件近く増えてい

ます。これは、近年の情報通信ネットワークの発展を受けて、民間事業者においても全国的な情

報通信ネットワークを活用し気象等の観測を開始したためです。 

 

（測器検定室） 

 


